
ま
ず
、

表
三
－

七
六
に

よ
っ

て

歳
出
を
み
る
と
、

県
全
体
の

歳
出
は
一

九

〇
〇
年
の

八
四
万
円
か
ら
一

〇
〇
万
円
を
へ

て
、

日

露
戦
後
多
少
縮
小
し
た

り
膨
張
し
た
り
し
な
が
ら
、

結
局
、

明
治
末
期
に

は
三

〇
〇
万

円
に

近
づ

く
。

こ

の

間
、

三

倍
以
上
の

膨
張
で

あ
る
。

こ

の

な
か
で
、

三

部
が
そ
れ
ぞ

れ
ど
の

よ
う
な
地
位
を
占
め
た
か
が
、

つ

ぎ
に

問
題
と
な
る
。

ま
ず
、

連
帯
の

歳
出
は
一

九
〇
〇
年
の
二

五

万
円
か
ら
四
〇
万
円
、

二

〇

万
円
な
ど
と
波
を
う
ち
な
が
ら
も
、

明
治
末
期
に
は
一

〇
〇
万
円
を
こ

え
る

よ
う
に
な
る
。

こ

の

間
、

そ
れ
が
県
歳
出
全
体
の

な
か
に

占
め
る

割
合
を
み

る
と
、

だ
い

た
い

二

〇
－
三

〇
㌫
台
で

あ
る
が
、

一

九
〇
七
年
や
一

九
一

二

年
な
ど
の

よ
う
に

四
〇
㌫
を
こ

え
る
こ

と
も
あ
る
。

全
体
と
し
て
、

大
正
期

ま
で

を
見
通
す
と
、

二

〇
㌫
台
か
ら
三

〇
㌫
台
へ

と
、

や
や
比
率
を
高
め
て

い

る
と
い

う
こ

と
に

な
ろ
う
か
。

こ

れ
に

対
し
て
、

市
部
は
二

〇
万
円
か
ら

四
〇
万
円
の

水
準
で
、

二

〇
㌫
台
と
一

〇
㌫
台
が
交
錯
し
な
が
ら
多
少
比
率

は
下
が
り
気
味
で
あ
る
。

郡
部
も
と
き
に
は
六
〇
㌫
に

達
し
つ

つ

も
、

五

〇

㌫
台
か
ら
四
〇
㌫
台
へ

、

金
額
で
は
五
〇
万
円
か
ら
一

二

〇
万
円
へ

と
増
え

る
が
、

こ

れ
ま
た
、

比
率
で

は
多
少
下
が
り
気
味
と
い

う
こ

と
に

な
る
。

こ

れ
に

た
い

し
て
、

つ

ぎ
に

郡
部
と
市
部
と
の

歳
入
を
み
て

み
よ
う
（
表

表3－78　租税収入

注　『神奈川県統計書』より作成
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三
－

七
七
）。

両
者
の

合
計
は
、

い

う
ま
で

も
な
く
歳
出
と
同
じ
く
、

一

〇
〇

万
円
か
ら
三

〇
〇
万
円
へ

と
上
昇
し
て
い

る
が
、

そ
の

市
郡
割
合
を
と
っ

て

み

る
と
、

波
を
え
が
き
な
が
ら
で

は
あ
る
が
、

だ
い

た
い
、

市
部
が
二

〇
㌫
台
か

ら
三

〇
㌫
台
へ

と
上
昇
し
、

し
た
が
っ

て
、

郡
部
は
七
〇
㌫
台
か
ら
六
〇
㌫
台

へ

と
下
降
し
て

い

る
。

さ
ら
に
、

租
税
収
入
だ
け
を
と
り
出
し
て

み
よ
う
（
表
三
－

七
八

）。

こ

れ
で

み
る
と
、

市
部
と
郡
部
の

逆
方
向
へ

の

動
き
は
、

は
る
か
に

鋭
く
あ
ら
わ
れ
て

く
る
。

す
な
わ
ち
、

は
じ
め
の

数
万
円
に

す
ぎ
な
か
っ

た
市
部
の

税

収
は
、

日

露
戦
後
の
一

九
〇
五
・

一

九
〇
六
年
あ
た
り
に

落
ち
込
む
と
は
い

え
、

一

〇
万
円
か
ら
三

〇
万
円
、

五

〇
万
円
と
一

〇
倍
程
度
増
加
し
、

比
率
も
一

〇
㌫
台
か
ら
三

〇
㌫
台
へ

と
飛
躍
す
る
。

こ

れ
に

対
し
て
、

郡
部
は
四
〇
万
円
か
ら
一

〇
〇
万
円
へ

と
二
・

五

倍
に

な
っ

た
に

と
ど
ま
り
、

比
率
は
九
〇
㌫
か
ら
六
〇
㌫
台
へ

と
落
ち
込
む
。

こ

う
な
る
の

は
、

歳
入
全
体
の

な
か
に
は
、

国
庫
か
ら
の

補
助
金
や
県
債
な
ど
、

一

時
的
に

変
動

の

大
き
い

も
の

が
含
ま
れ
て
い

る
の

に

対
し
て
、

租
税
の

ほ
う
は
（
し
ば
し
ば
税
率
を
動
か
す
と
は
い

え

）、
は
る
か
に

直
接
に

経
済
の

動
き
を
反
映
す

る
か
ら
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ

の

時
期
、

日

本
経
済
全
体
の

成
長
気
運
の

な
か
で
、

神
奈
川
県
経
済
も
拡
大
し
た
が
、

そ
れ
は
と
り
わ
け
、

市
部

に
お
け
る
商
工

業
の

発
展
に

負
っ

て

い

た
の

で

あ
り
、

税
収
も
い

き
お
い

市
部
に

お
い

て
、

大
幅
に

伸
び
る
こ

と
に

な
っ

た
の

で

あ
る
。

こ

う
し
た
傾
向
は
、

連
帯
収
入
を
支
え
る
市
部
と
郡
部
か
ら
の

納
入
の

割
合
に

も
、

は
っ

き
り
と
あ
ら
わ
れ
て

い

る
。

連
帯
の

収
支
額
は
、

波
を

え
が
き
な
が
ら
も
、

一

九
〇
〇
年
の

二

五
万
円
か
ら
、

一

九
一

二

年
の
一

二

〇
万
円
へ

と
増
加
し
て

い

る
こ

と
は
、

す
で

に

表
三

－

七
六
で

確
認
し

た
と
お
り
で

あ
る
。

そ
の

支
出
を
ま
か
な
う
市
部
と
郡
部
の

負
担
割
合
は
、

一

九
〇
〇
年
の

場
合
は
、

前
述
の

と
お
り
三

対
七
で

あ
っ

た
が
、

そ
の

後
の

動
き
を
み
る
と
、

表
三
－

七
九
の

と
お
り
で

あ
る
。

み
る
と
お
り
、

こ

こ

で
は
、

ほ
と
ん
ど
一

方
的
な
市
部
の

上
昇
と
郡
部
の

下
降
が
記
録
さ

表3－79　連帯郡市負担割合

注　『神奈川県統計書』より作成
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れ
、

出
発
点
と
到
達
点
で

は
、

一

三

㌫
ポ
イ
ン

ト
の

変
化
が
起
こ
っ

て
、

四
対
六
か
ら
や
が
て
五

対
五
へ

せ
ま
る
趨
勢
を
示
し
て
い

る
。

ひ
と
言
で

い
っ

て
、

こ

う
し
た
県
財
政
の

都
市
化
が
、

こ

の

時
期
の

基
本
的
な
動
向
で

あ
る
が
、

つ

ぎ
に
、

そ

う
し
た
全
体
の

傾
向
の

な
か
で

の
、

三
部
の

財
政
の

内
部
に
つ

い

て

検
討
を
す
す
め
る
こ

と
に

し
よ
う
。

二

　
歳

出

県
の

全
歳
出

県
の

歳
出
全
体
の

各
年
の

数
字
は
、

前
掲
表
三
－

七
六
に

示
さ
れ
て
い

る
と
お
り
、

一

九
〇
〇
年
の

八
四
万
円
か
ら
一

〇
〇
万
円

を
こ

え
た
の

ち
、

日

露
戦
後
に

九
〇
万
円
ま
で

減

少
す
る

が
、

の

ち
二

〇
〇
万
円
か
ら
三

〇
〇
万
円
へ

と
近
づ

く
。

こ

の

よ
う

に
、

振
幅
が
大
き
い

の

は
、

日

露
戦
争
期
に
、

支
出
が
全
体
と
し
て

か
な
り
抑
制
さ
れ
た
う
え
、

そ
の

反
動
で
そ
の

後
の

支
出
圧
力
が
強
く
、

か
つ

風
水
害
の

復
旧
工

事
や
学
校
建
築
な
ど
、

支
出
を
大
幅
に

動
か
す
要
因
が
時
々

介
在
す
る
か
ら
で

あ
る
。

た
だ
、

そ
の

よ
う
な
変
動
が
あ
る
と
は
い

え
、

全
体
と
し
て

膨
張
傾
向
に

あ
る
こ

と
は
、

否
定
し
が
た
い

と
こ

ろ
で

あ
る
。

た
だ
、

紙
幅
の

関
係
で
、

こ

の

間
の

年
次
を
す
べ

て

カ
バ

ー

す
る

わ
け
に

は
い

か
な
い

の

で
、

以
下
、

す
べ

て

の

項
目
に
つ

い

て
、

初
期
を
代
表
さ
せ
る
た
め
に

市
・

郡
部
の

分
担
関
係
が
安
定
し
た
一

九
〇
一

（
明

治
三

十
四

）
年
を
、

明
治
末
期
を
代
表
さ
せ
る
た
め
に
一

〇
年
後
の
一

九
一

一

（
明
治
四
十
四
）
年
の

数
字
を
と
っ

て

検
討
す
る
こ

と
に

す
る
。

そ
こ

で
、

ま
ず
は
じ
め
に

県
の

歳
出
全
体
を
と
り
出
し
た
の

が
、

表
三
－

八
〇
で

あ
る
。

こ

れ
に
よ
る
と
、

費
目
数
が
か
な
り
多
く
、

県
の

事
業

が
多
方
面
に

わ
た
っ

て

い

た
こ

と
が
示
さ
れ
て

い

る
。

し
か
し
、

金
額
か
ら
み
る
と
、

土
木
費
・

警
察
費
・

教
育
費
の

三

項
目
で

七
〇
－
八
〇
㌫
を

占
め
て

お
り
、

県
行
政
の

主
要
な
領
域
が
、

こ

の

三

分
野
に

あ
っ

た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
る
。

こ

れ
以
外
で
、

や
や
大
き
い

も
の

と
し
て

は
、

各
種

建
設
事
業
の

拡
大
に

と
も
な
っ

て

上
昇
し
て
い

る
県
債
費
が
四
㌫
か
ら
七
㌫
、

下
降
グ
ル

ー
プ
に

郡
役
所
費
（
四
↓
二

㌫
）、

衛
生
及
病
院
・

市
町
村

©神奈川県立公文書館



衛
生
補
助
費
（
七
↓
二

㌫
、

最
高
は
一

九
〇

四
年
の
一

九
㌫
）
な
ど
が
あ
る
。

と
こ

ろ

で
、

こ

う
し
た
県
全
体
の

歳
出
は
、

三
部

の

財
政
に

よ
っ

て

か
な
り
は
っ

き
り
し
た

か
た
ち
で

分
担
さ
れ
て
い

る
。

そ
の

点
を
、

以
下
順
次
検
討
し
て

い

こ

う
。

連

帯

歳

出

連
帯
歳
出
の

内
訳
を
み

る
と
、

一

九
〇
一

年
の

場
合
、

教
育
費
（
六
一

㌫
）、

衛
生
及
病
院

費
（
一

五
㌫
）、

土
木
費
（
一

二

㌫
）、

警
察

費
（
七
㌫
）
の

四
項
目
だ

け
で

九
五

㌫
と

な
り
、

ほ
と
ん
ど
す
べ

て

が
、

こ

こ

に

集

中
し
て

い

る
（
表
三
－

八
一

）。

の

み
な
ら

ず
、

そ
れ
以
外
の

事
務
の

数
は
少
な
い
。

こ

れ
に

た
い

し
て
、

一

九
一

一

年
に

は
事

務
の

数
は
大
幅
に

増
加
し
て

い

る
が
、

目

立
っ

て

大
き
い

も
の

は
県
庁
舎
建
築
修
繕

表3－80　県歳出総額

注　『神奈川県統計書』より作成。科目名は，『県統計書』による（以下，同じ）。
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費
（
一

九
一

〇
・

一

一

・

一

二

年
の

三

か
年
が
と
く
に

大
き
い

）
ぐ

ら

い

で
、

や
は
り
教
育
費
・

土
木
費
・

警
察
費
が
大
き
く
、

衛
生
及
病
院

費
は
後
退
し
て
い

る
。

教
育
費
が
大
き
い

の

は
、

師
範
学
校
・

中

学
校
・

高
等
女
学
校
・

農
学
校
・

商
業
学
校
・

工
業
学
校
な
ど
、

こ

の

時
期
続
々

と
新
設
整
備
さ
れ
た
学
校
を
は
じ
め
、

県
の

教
育

費
が
す
べ

て
こ

こ

で

計
理
さ
れ
て
い

る
こ

と
に

よ
っ

て

い

る
。

市

部
・

郡
部
に

は
、

教
育
費
は
皆
無
な
の

で

あ
る
。

衛
生
及
病
院
費

（
衛
生
諸
費
と
検
黴
費
か
ら
な
る

）
は
、

一

九
〇
〇
年
以
前
は
、

大
部

分
が
市
部
支
出
で
、

郡
部
も
僅
少
の

支
出
を
し
て

い

た
の

に
、

一

九
〇
一

年
以
降
す
べ

て

連
帯
支
出
の

み
と
な
っ

た
た
め
、

大
き
く

な
っ

て
い

る
。

な
お
、

連
帯
に
は
、

薫
育
院
費
・

感
化
院
補
助
費

の

よ
う
な
特
殊
な
教
育
費
や
、

神
社
費
・

地
方
改
良
費
・

神
職
講

習
補
助
費
な
ど
、

明
治
末
期
に

出
は
じ
め
た
中
央
に
よ
る
地
方
へ

の

イ
デ
オ
ロ

ギ
ー

指
導
費
と
い
っ

た
性
格
で
、

他
部
に

な
い

も
の

が
含
ま
れ
て

い

る
が
、

金
額
は
と
る
に

足
り
な
い
。

市

部

歳

出

市
部
歳
出
の

構
造
（
表
三
－

八
二

）
は
、

連
帯
よ

り
も
さ
ら
に

単
純
で

あ
る
。

と
い

う
の

は
、

大

表3－81　連帯歳出

注　『神奈川県統計書』より作成。
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表3－82　市部歳出

注　『神奈川県統計書』より作成

表3－83　郡部歳出

注　『神奈川県統計書』より作成
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部
分
が
警
察
費
で

あ
り
、

そ
れ
以
外
で

や
や
目
立
つ

の

は
明
治
四
十
年
代

に

入
っ

て

土
木
費
が
ふ
え
、

そ
れ
に

と
も
な
っ

て
、

県
債
費
が
ふ
え
て

い

る
程
度
で

あ
り
、

こ

れ
ら
だ
け
で

九
〇
㌫
以
上
を
占
め
て

い

る
か
ら
で

あ

る
。

た
だ
し
、

流
行
病
発
生
年
次
に
は
市
町
村
衛
生
補
助
費
が
急
増
し
、

た
と
え
ば
表
示
し
な
か
っ

た
が
、

一

九
〇
四
年
の

ご
と
き
は
四
四
・

三

㌫

と
、

ほ
と
ん
ど
警
察
費
な
み
の

比
率
を
記
録
し
た
。

そ
の

他
の

年
に

も
、

こ

の

費
目
は
つ

ね
に

数
㌫
を
占
め
、

と
き
に

は
土
木
費
を
凌
駕
す
る
こ

と

も
あ
る
。

市
部
で

警
察
費
の

比
率
が
高
い

の

は
、

都
市
で

あ
る
と
い

う
一

般
的
な
性
格
か
ら
当
然
で

あ
る
が
、

そ
の

う
え
に
、

外
国
人
居
留
地
を
も

っ

て
い

る
と
い

う
本
県
特
有
の

事
情
に

も
よ
っ

て

い

る
。

し
た
が
っ

て
、

県
全
体
の

警
察
費
支
出
の

う
ち
、

市
が
占
め
る
割
合
も
当
然
高
く
な
る
。

た
と
え
ば
一

一

年
の

場
合
、

県
全
体
の

警
察
費
は
四
五
万
円
で

あ
る
が
、

そ
の

う
ち
市
部
は
二

五

万
円
で

五

七
㌫
を
占
め
て
い

る
の

に

対
し
、

郡
部

は
一

四
万
円
で

三
二

㌫
に

す
ぎ
な
い
。

な
お
、

金
額
は
数
千
円
か
ら
一

万

円
程
度
で

あ
る
が
、

郡
部
は
そ
の

数
分
の
一

し
か
支
出
し
て
い

な
い

救
育

費
が
あ
る
。

こ

れ
は
、

生
活
能
力
の

な
い

「
貧
民
」
を
対
象
と
す
る
救
済

費
で

あ
っ

て
、

都
市
に

下
積
み
に

な
っ

て
い

る
貧
困
層
が
相
対
的
に

多
か

表3－84　土木費分担割合

注　『神奈川県統計書』より作成
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っ

た
の

で

あ
ろ
う
。

郡

部

歳

出

郡
部
で

は
、

土
木
費
が
断
然
大
き
く
て
六
〇
－
七
〇
㌫
、

金
額
に

し
て
二

〇
－
一

〇
〇
万
円
を
占
め
て
い

る
（
表
三
－

八
三

）。

も
っ

と
も
、

支
出
が

抑
制
さ
れ
た
日

露
戦
争
期
の

土
木
費
は
、

絶
対
額
・

比
率
と
も
大
幅
に

落
ち
込
ん
だ
。

す
な

わ
ち
、

一

九
〇
一

・

一

九
〇
二

年
に

四
〇
－
三

〇
万
円
で

六
〇
－
五

〇
㌫
だ
っ

た
の

に
、

一

九
〇
四
－
一

九
〇
五

年
に

は
二

二

万
－
一

五

万
円
、

四
三

－
三
二

㌫
と
な
っ

て
い

る
。

こ

れ

に

次
ぐ
費
目
は
、

警
察
費
が
一

〇
－
二

〇
㌫
、

県
債
費
が
数
㌫
－
一

五

㌫
、

郡
役
所
費
が
数

㌫
と
い
っ

た
と
こ

ろ
で

あ
る
。

土
木
費
は
、

事
の

性
質
上
、

絶
対
額
・

比
率
と
も
振
幅
が
大
き
い

が
、

概
し
て
い

え
ば
、

日

露
戦
争
期
以
外
は
県
歳
出
全
体
の

三

〇
－
四
〇
㌫
を

占
め
て

第
一

位
に

あ
っ

た
。

そ
の

土
木
費
は
ま
た
郡
部
支
出
の

な
か
で
は
、

右
の

と
お
り
と
び
ぬ

け
て

高
い

比
率
を
占
め
て
い

る
の

で

あ
る
が
、

土

木
費
が
三

部
に
よ
っ

て
、

ど
の

よ
う
に
分
担
さ
れ
て

い

る
か
を
み
た
の

が
、

表
三
－

八
四
で

あ
る
。

こ

れ
で
み
る
と
、

郡
部
は
前
半
期
に

ほ
ぼ
九
〇

㌫
を
、

や
や
下
が
っ

て

も
七
〇
－
八
〇
㌫
を
支
出
し
て

お
り
、

土
木
費
は
郡
部
の

も
の

と
の

色
彩
が
強
い
。

こ

れ
が
、

教
育
費
は
連
帯
の

も
の
、

警

察
費
は
市
部
の

も
の

と
い

う
、

そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
に

対
し
て
、

県
の

主
要
な
歳
出
項
目
を
郡
部
が
分
担
し
て

い

る
姿
で

あ
る
。

な
お
、

同
じ
土
木
費
で

も
、

郡
部
と
他
の

二

部
と
で

は
、

内
容
に

か
な
り
違
い

が
あ
る
。

と
い

う
の

は
、

連
帯
と
市
部
の

土
木
費
は
ほ
と
ん
ど
す

べ

て

道
路
橋
梁
費
か
ら
な
っ

て
い

る
の

に

対
し
、

郡
部
の

そ

れ
は
、

し
ば
し
ば
他
の

費
目
の

ほ
う
が
多
い

こ

と
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

年
に
よ
っ

て

か
な
り
違
い

が
あ
る
の

で
、

必
ず
し
も
適
例
で

は
な
い

が
、

た
と
え
ば
一

九
一

一

年
の

郡
部
土
木
費
内
訳
は
表
三
－

八
五
の

と
お
り
で

あ
る
。

こ

れ

で

み
る
と
、

最
大
の

費
目
は
五
八
万
円
（
六
三

㌫

）の
災
害
復
旧
で

あ
り
、

こ

れ
に

次
ぐ
も
の

は
、

経
常
・

臨
時
部
の

治
水
堤
防
費（
一

九
㌫

）で
、

道

表3－85　郡部土木費内訳（1911年）

注　『神奈川県統計書』より作成
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路
橋
梁
費
は
一

六
万
円
（
一

七
㌫
）
に

と
ど
ま
る
。

し
た
が
っ

て
、

郡
部
は
土
木
費
と
い

う
の

を
、

も
っ

と
立
ち
入
っ

て

い

え
ば
、

郡
部
は
災
害
復
旧

費
、

と
い

う
こ

と
に

な
ろ
う
。

も
っ

と
も
、

こ

の

費
目
は
決
算
で
は
一

九
〇
六
年
以
前
に
は
ま
っ

た
く
あ
ら
わ
れ
ず
、

そ
れ
以
後
ほ
と
ん
ど
毎
年
あ

ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ

れ
は
、

お
そ
ら
く
計
上
の

仕
方
に

変
更
が
あ
っ

た
せ
い

で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

災
害
復
旧
費
は
、

そ
の

性
格
か
ら
し

て

年
に

よ
っ

て
大
幅
に

変
動
す
る
と
は
い

え
、

計
上
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ

て

以
降
つ

ね
に
三

〇
－
六
〇
万
円
に

の

ぼ
っ

て

郡
部
支
出
費
目
の

な
か
で

は
最
大
項
目
で
あ
り
、

こ

れ
が
郡
部
支
出
を
リ
ー
ド
し
て
い

る
こ

と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

さ
ら
に
、

治
水
堤
防
費
も
、

と
く
に

臨
時
支
出
の

場
合

は
、

災
害
復
旧
費
の

性
格
を
も
つ

こ

と
が
多
い

こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、

ま
す
ま
す
郡
部
は
災
害
復
旧
費
、

と
い

う
こ

と
に
な
る
と
い
っ

て
よ
い
。

三

　
歳

入

連

帯

歳

入

三

部
経
済
制
の

財
政
構
造
に
つ

い

て

述
べ

た
際
図
示
し
て
お
い

た
よ
う
に
、

連
帯
歳
入
と
い

う
の

は
、

す
べ

て

市
部
・

郡
部
経
済

か
ら
支
出
さ
れ
た
も
の

が
納
入
さ
れ
る
の

で

あ
っ

て
、

連
帯
経
済
そ
れ
自
体
の

収
入
と
い

う
も
の

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
た

が
っ

て
、

連
帯
歳
入
に

関
す
る
数
字
は
、

表
三
－

八
六
に

示
す
と
お
り
、

経
常
部
・

臨
時
部
と
も
す
べ

て

市
部
収
入
と
郡
部
収
入
と
か
ら
な
っ

て
い

る
。

そ
の

割
合
が
、

は
じ
め
は
三

対
七
だ
っ

た
の

に
、

次
第
に

そ
の

差
が
ち
ぢ
ま
っ

て
、

明
治
末
に

は
五
対
五
に

接
近
し
た
こ

と
は
、

や
は
り
前
述

し
た
と
こ

ろ
で

あ
る
。

そ
の

内
部
構
成
は
、

経
常
部
・

臨
時
部
を
通
じ
て
、

市
郡
分
賦
額
と
そ
れ
以
外
の

も
の

と
か
ら
な
っ

て
い

る
。

こ

の

う
ち
、

後
者
は
表
に

示
し
た
と
お
り
、

財
産
収
入
だ
の

国
庫
か
ら
の

支
出
金
だ
の

多
数
の

項
目
か
ら
な
っ

て

い

る

が
、

前
者
は
、

や
は
り
前
述
し
た
よ
う

に
、

市
郡
部
の

租
税
収
入
を
中
心
と
し
た
も
の

か
ら
納
入
さ
れ
る
部
分
で

あ
る
。

連
帯
収
入
は
時
の

変
化
と
と
も
に
、

あ
る
一

定
の

傾
向
を
た
ど
る

と
は
い

い
に

く
く
、

た
と
え
ば
市
郡
分
賦
額
を
み
る
と
、

一

九
〇
一

年
に
は
経
常
部
一

四
・

五

㌫
、

臨
時
部
三
二
・

三

㌫
な
の

に
、

一

九
一

一

年
に
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表3－86　連帯歳入
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は
五
八
・

三

㌫
と
収
入
な
し
と
な
っ

て

い

る
。

か
と
思
え
ば
、

一

九
〇
一

年
に

は
な
い

積
立
金
繰
入
が
一

九
一

一

年
に
は
一

五
・

三

㌫
も
あ
る
、

と
い

う
具
合

で

あ
る
。

た
だ
、

全
体
を
通
じ
て
、

賦
金
収
入（
四
四
・

八
㌫
と
一

四
・

五
㌫
）と

市
郡
分
賦
額
が
、

連
帯
歳
入
を
支
え
る
二

本
の

柱
だ
と
い

う
こ

と
は
い

え
そ
う

で

あ
る
。

市

部

歳

入

市
部
歳
入
の

特
徴
は
、

何
と
い
っ

て

も
「
市
予
算
編
入
額
」

と
い

う
項
目
の

存
在
で

あ
ろ
う
。

こ

れ
は
既
述
の

と
お
り
、

県
税
の

う
ち
横
浜
市
地
域
か
ら
徴
収
す
べ

き
も
の

を
、

市
税
と
し
て

市
が
市
予

算
に

編
入
し
、

そ
れ
か
ら
県
に

収
納
さ
れ
る
も
の

を
指
し
て

い

る
。

そ
れ
は
市

部
歳
入
の

な
か
で
、

お
よ
そ
半
分
程
度
を
占
め
（
表
三
－

八
七

）、
飛
び
抜
け
た

第
一

位
と
な
っ

て

い

る
。

そ
れ
ら
は
、

む
ろ
ん
地
租
割
・

営
業
税
・

同
付
加
税

・

雑
種
税
・

家
屋
税
な
ど
か
ら
な
っ

て
い

る
の

で

あ
ろ
う
が
、

そ
の

数
値
は
県

統
計
に
は
あ
ら
わ
れ
て
こ

ず
、

そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、

市
側
の

統
計
を
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の

た
め
、

こ

こ

で
は
制
度
変
更
直
前
の

数
字
の

え
ら
れ

る
一

八
九
九
年
の

内
訳
を
、

表
三
－

八
八
と
し
て

掲
げ
た
わ
け
で

あ
る
。

お
そ

ら
く
、

一

九
〇
〇
年
代
の

は
じ
め
ご
ろ
ま
で

は
、

金
額
は
次
第
に

増
加
し
て
い

っ

て

も
、

構
成
に

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
な
か
っ

た
と
み
て
よ
い

と
思
わ
れ

表3－86　連帯歳入（つづき）

注　『神奈川県統計書』より作成
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る
か
ら
で

あ
る
。

こ

れ
に

よ
れ

ば
、

税
収
＝

市
予
算
編
入
額
の

大
部
分
は
雑
種
税

か

ら

な

り

（
代
表
的
な
も
の

は
表
中
に

内
訳
が

掲
げ
て
あ
る

）、

家
屋
税
・

営
業

税
が
こ

れ
に

次
ぎ
、

地
租
割
は

ご
く
わ
ず
か
し
か
占
め
て

い

な

い

こ

と
に

な
る
。

こ

れ
に

次
ぐ
も
の
は
、

国
庫

補
給
金
・

補
助
金
・

下
渡
金
な

ど
国
庫
か
ら
の

収
入
で

あ

る

が
、

年
に
よ
っ

て
は
県
債
（
一

九
〇
七
・

一

九
〇
八
・

一

九
一

〇
年
）

や
繰
越
金
（
一

九
一

一

年
）
が
大

き
い

時
も
あ
る
。

な
お
、

市
郡

連
帯
市
部
収
入
額
は
、

前
述
の

と
お
り
あ
ら
か
じ
め
連
帯
収
入

表3－87　市部歳入

注　『神奈川県統計書』より作成
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た
る
べ

く
定
め
ら
れ
た
も
の

で

あ
る
。

そ
の

内
訳
は
、

連
帯
収
歳
の

表
の

な
か
で

市
郡
分
賦
額
と
さ
れ
て
い

る
も
の

を
除
い

た
す
べ

て
の

項
目
の

う

ち
、

「
市
部
収
入
」
と
記
さ
れ
た
部
分
の

合
計
に

等
し
い
。

な
お
、

表
三
－

八
七
に
は
あ
ら
わ
れ
て
こ

な
い

が
、

一

九
〇
〇
年
以
前
に
は
「
賦
金
」

が
あ
っ

た
。

こ

れ
は
既
述
の

と
お
り
、

一

九
〇
一

年
か
ら
は
市
部
と
郡
部
の

協
定
成
立
に

よ
っ

て
、

連
帯
収
入
（
雑
収
入
）
に

移
さ
れ
た
た
め
、

市
部
歳

入
と
し
て

は
市
郡
連
帯
市
部
収
入
額
の

な
か
に

計
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
は
ず
で

あ
る
。

た
だ
し
、

統
計
を
追
っ

て

み
る
と
、

そ
こ

で

は
な
く
て
、

市
予
算
編
入
額
が
こ

の

年
か
ら
一

挙
に

五

万
円
ほ
ど
ふ
え
（
前
年
の

賦
金
は
七
万
円
ち
か
く
あ
っ

た

）
て
い

る
と
こ

ろ
を
み
る
と
、

こ

こ

に

入
れ
ら
れ
た

の

か
も
し
れ
な
い
。

と
い

う
の

は
、

連
帯
市
部
収
入

の

ほ
う
は
、

こ

の

間
わ
ず
か
二

万
円
程
度
ふ
え
て
い

る
に

す
ぎ
ず
、

前
年
七
万
円
ち
か
く
あ
っ

た

賦
金

が
、

こ

こ

に

移
さ
れ
て

計
上
さ
れ
た
に

し
て

は
少
な

す
ぎ
る
か
ら
で

あ
る
。

郡

部

歳

入

郡
部
の

場
合
、

収
入
の

な
か
に

市

部
の

場
合
の

市
予
算
編
入
額
に

当

た
る
も
の

が
な
く
、

直
接
に

県
税
収
入
が
表
に

出
て

い

る
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

こ

れ
が
形
式
上
、

ほ

と
ん
ど
唯
一

の

市
・

郡
部
の

違
い

で

あ
る
。

表
三
－

八

九
に
よ
っ

て

金
額
を
み
る
と
、

八
〇
万
円
か
ら
二

三

〇
万
円
へ

と
こ

の

間
三

倍
ち
か
く
増
加
し
て
い

る
。

表3－88　市部歳入（1899年）

注　『神奈川県統計書』より作成
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こ

の

内
部
構
成
を
税
収
入
と
税

外
収
入
に

分
け
て
み
る
と
、

表

で
は
税
収
入
が
七
〇
㌫
と
五

〇

㌫
程
度
で

あ
る
が
、

こ

の

時
期

全
体
と
し
て

は
、

概
し
て
い

え

ば
税
収
が
六
〇
－
七
〇
㌫
、

税

外
収
入
が
四
〇
－
三

〇
㌫
と
な

っ

て

い

る
。

た
だ
し
、

年
に

よ

る
変
動
が
大
き
く
、

税
収
の

最

高
値
は
八
〇
・

九
㌫
（
一

九
〇
六

年
）、

最
低
値
は
翌
一

九
〇
七

年
の

三

九
・

七
㌫
と
い

う
具
合

で
、

一

定
の

傾
向
は
と
ら
え
難

い
。

ま
た
変
動
を
み
る
と
税
収

の

ほ
う
は
、

一

九
〇
〇
年
代
前

半
は
四
〇
－
五

〇
万
円
、

後
半

か
ら
明
治
末
に

か
け
て

六
〇
－

表3－89　郡部歳入

注　『神奈川県統計書』より作成
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一

〇
〇
万
円
と
途
中
上
下
し
な
が
ら
も
、

概
し
て

い

え
ば
な
だ
ら
か
な
増
加
傾
向
を
示
す
の

に

対
し
、

税
外
収
入
は
ほ
と
ん
ど
傾
向
を
と
ら
え
え
な

い

ほ
ど
大
幅
に

上
下
す
る
。

た
と
え
ば
、

表
出
し
て

な
い

が
、

一

九
〇
六
年
一

三

万
円
ほ
ど
（
一

九
・

一

㌫
）
な
の

に
、

翌
一

九
〇
七
年
に

は
一

二

〇
万
円
（
六
〇
㌫
）
と
な
り
、

一

九
〇
九
年
に
三
三

万
円
（
三

三

㌫
）
に

下
が
る
か
と
思
え
ば
、

一

九
一

一

年
に

は
表
出
し
た
と
お
り
一

二

〇
万
円
（
五

三
・

八
㌫
）
に

な
る
、

と
い
っ

た
具
合
で

あ
る
。

こ

う
し
た
、

大
き
く
か
つ

非
傾
向
的
な
変
動
を
も
た
ら
す
も
の

を
と
り
出
し
て

み
る
と
、

繰
越
金

（
た
と
え
ば
、

一

九
〇
六
年
の
一

〇
〇
〇
円
、

〇
・

二

㌫
か
ら
一

九
〇
八
年
六
一

万
円
、

四
一

㌫
へ

）
と
県
債
（
た
と
え
ば
、

一

九
〇
九
年
の
ゼ

ロ

か
ら
一

九
一

〇
年

の

六
四
万
円
、

三
一

・

六
㌫
へ

）
が
お
も
な
要
因
と
な
っ

て

い

る
。

こ

う
し
て
、

税
外
収
入
に

大
幅
な
変
動
が
あ
る
た
め
、

収
入
の

過
半
を
占
め
、

絶

対
的
に
は
必
ず
し
も
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い

税
収
入
の

相
対
的
な
地
位
が
、

前
述
の

よ
う
に

大
き
く
動
く
こ

と
に

な
る
の

で

あ
る
。

と
こ

ろ
で
、

四
〇
－
五
〇
万
円
か
ら
、

の

ち
に

は
一

〇
〇
万
円
に
い

た
る
税
収
入
の

構
成
を
み
る
と
、

市
部
の

場
合
と
は
か
な
り
ち
が
っ

た
か
た

ち
が
あ
ら
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

次
第
に

比
率
を
下
げ
て

い

く
と
は
い

え
、

歳
入
全
体
の

四
〇
㌫
か
ら
二

〇
㌫
を
占
め
る
地
租
割
が
断
然
第
一

位
を

占
め
、

一

〇
㌫
前
後
の

雑
種
税
お
よ
び
戸
数
割
が
ほ
ぼ
拮
抗
し
て
、

こ

れ
に

続
い

て

い

る
。

し
か
し
、

多
少
立
ち
入
っ

て

前
掲
表
に

も
と
づ

い

て

伸

び
率
を
と
り
出
し
て
み
る
と
、

税
目
ご
と
の

格
差
が
か
な
り
は
っ

き
り
認
め
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、

一

九
〇
一

年
と
一

九
一

一

年
と
の

間
で
、

地
租

割
は
一

・

五

倍
、

雑
種
税
は
一

・

九
倍
、

戸
数
割
は
二
・

五

倍
と
な
っ

て
お
り
、

市
部
に

く
ら
べ

れ
ば
、

依
然
と
し
て

農
業
部
門
へ

の

依
存
が
高
い

と
は
い

う
も
の

の
、

郡
部
に

あ
っ

て

も
人
口

増
（
戸
数
増
）
や
商
工

業
拡
大
に

も
と
づ

く
税
収
増
加
の

ほ
う
が
、

農
業
・

土
地
か
ら
の

税
収
増
加
よ
り

も
趨
勢
と
し
て

は
大
き
い

こ

と
が
わ
か
る
。
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第
四
編
　
第
一

次
世
界
大
戦
前
後

の

神
奈
川
県
経
済
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第
一

章
　
第
一

次
世
界
大
戦
と
京
浜
工

業
地
帯

第
一

節
　
京
浜
工
業
地
帯
の

発
展
と
内
陸
工
業

一

　
重
化
学
工

業
の

好
況

戦

争

景

気

の

到

来

一

九
一

四（
大
正
三

）
年
勃
発
し
た
第
一

次
世
界
大
戦
は
、

日
本
の

政
治
・

経
済
・

社
会
各
方
面
に

き

わ

め

て

大
き
な
衝
撃
を
与

え
、

と
く
に

資
本
主
義
の

発
展
に

大
き
な
転
機
を
も
た
ら
し
た
。

と
く
に

経
済
界
に

及
ぼ
し
た
影
響
は
顕
著
で

あ
っ

た
。

大
戦
直

前
の

日
本
経
済
は
、

日
露
戦
後
不
況
の

た
だ
な
か
に

あ
り
、

累
積
し
た
外
債
の

元
利
支
払
い

に

も
困
り
、

国
内
で

は
会
社
や
銀
行
の

倒
産
も
あ
い
つ

ぐ
深
刻
な
状
況
で

あ
っ

た
。

開
戦
当
初
は
、

戦
争
の

行
方
を
測
り
か
ね
、

日
本
経
済
は
一

時
的
に

混
乱
し
た
。

欧
州
財
界
の

混
乱
の

た
め
、

貿
易
は

減
少
す
る
か
、

ま
た
は
途
絶
し
、

日
本
の

産
業
に

打
撃
を
与
え
た
。

と
く
に

生
糸
の

輸
出
が
激
減
し
、

そ
の

結
果
生
糸
価
格
の

暴
落
を
招
き
、

農
村

は
大
き
な
痛
手
を
被
っ

た
。

開
戦
後
一

年
な
い

し
一

年
半
を
過
ぎ
た
一

九
一

五
年
後
半
か
ら
一

六
年
前
半
こ

ろ
に

か
け
て

形
勢
が
一

変
し
、

戦
争
景

気
が
到
来
し
た
。

戦
争
が
長
期
化
し
て

き
た
の

で
、

連
合
国
か
ら
兵
器
・

軍
需
品
・

食
料
品
な
ど
の

注
文
品
を
は
じ
め
、

イ
ン

ド
・

中
国
な
ど
の

諸
地
域
か
ら
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

諸
国
の

製
品
が
減
退
す
る
に
至
り
、

そ
の

代
替
品
と
し
て

日
本
商
品
へ

の

需
要
が
増
大
し
、

輸
出
は
急
増
し
た
。

一

方
、

内
地
産
業
の

勃
興
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に
つ

れ
、

外
国
産
原
料
品
に

対
す
る
需
要
は
激
増
し
、

輸
入
も
急
伸
し
た
。

一

九
一

六
年
以
来
、

貿
易
総
額
は
未
曽
有
の

膨
脹
を
示
し
た
。

一

九
一

五

年
か
ら
一

八
年
ま
で
の

戦
時
四
か
年
に

輸
出
総
額
五
四
億
円
、

輸
入
総
額
四
〇
億
に

の

ぼ
り
、

差
引
き
す
る
と
一

四
億
円
の

出
超
で

あ
っ

た
。

ま

た
海
上
運
賃
や
用
船
料
が
暴
騰
し
、

海
外
貿
易
の

活
況
が
一

段
と
運
賃
収
入
を
増
大
さ
せ
た
。

さ
ら
に

保
険
料
収
入
が
増
加
し
た
の

で
、

貿
易
外
受

取
勘
定
が
増
大
し
、

戦
時
中
に

受
取
超
過
額
は
約
一

三

億
円
に

達
し
た
。

貿
易
の

出
超
と
貿
易
外
受
取
勘
定
の

増
大
に
よ
り
、

約
二

七
億
円
の

正
貨

が
流
入
し
て

き
た
た
め
、

国
際
収
支
は
好
転
し
、

日
本
が
保
有
す
る
正
貨
は
著
し
く
増
加
し
た
。

開
戦
時
の

正
貨
は
、

わ
ず
か
に
三

億
五
〇
〇
〇
万

円
に

す
ぎ
な
か
っ

た
が
、

戦
争
の

終
わ
っ

た
一

九
一

八
年
末
に
は
一

五
億
九
〇
〇
〇
万
円
を
か
ぞ
え
、

戦
前
の

四
倍
に
な
っ

た
。

日

本
は
、

開
戦
前

ま
で

は
伝
統
的
に

債
務
国
で

あ
っ

て

対
外
債
務
の

利
払
い

に

さ
え
苦
し
ん
で

い

た
が
、

戦
時
中
に

債
務
は
急
減
し
、

逆
に

外
国
債
へ

応
募
す
る
ま
で

に

余
裕
が
で

き
、

一

挙
に

債
権
国
に

変
わ
っ

た
。

輸
出
貿
易
が
増
え
、

国
際
貸
借
関
係
が
好
転
し
た
こ

と
に
、

物
価
騰
貴
が
拍
車
を
か
け
た
の

で
、

直
接
に

内
地
産
業
界
に

好
刺
激
を
与
え
、

戦
乱

が
拡
大
す
る
に
つ

れ
、

各
種
の

事
業
が
勃
興
し
た
。

戦
前
と
開
戦
後
の

諸
事
業
の

新
設
や
拡
張
の

状
況
を
概
観
す
る
と
、

一

九
一

四
年
の

計
画
資
本

二

億
五
〇
〇
〇
万
円
が
一

八
年
に
は
一

〇
倍
余
の

二

六
億
七
〇
〇
〇
万
円
を
超
え
る
盛
況
で

あ
っ

た
。

そ
の

な
か
で

は
、

造
船
業
を
中
心
と
す
る
製

造
工

業
が
も
っ

と
も
さ
か
ん
で

あ
り
、

大
戦
中
の

重
工

業
発
展
の

花
形
で

あ
っ

た
（
日

本
銀
行
調
査
局
編
「
世
界
戦
争
終
了
後
ニ

於
ケ
ル

本
邦
財
界
動
揺

史
」『
日

本
金
融
史
資
料
明
治
大
正
編
』
第
二

二

巻
）。

浅

野

造

船

所
の

設

立

大
戦
中
、

世
界
的
な
船
舶
不
足
に

乗
じ
、

日
本
海
運
業
は
ば
く
大
な
利
益
を
収
め
、

隆
盛
を
き
わ
め
た
が
、

そ
の
こ

と
は
当
然
に

船
舶
の

需
要
を
活
発
に

し
、

造
船
業
の

繁
栄
を
も
た
ら
し
た
。

造
船
業
を
先
頭
に

し
て
こ

れ
と
関
連
す
る
鉄
鋼
業
・

機
械
工

業
な

ど
の

発
展
を
刺
激
し
な
が
ら
、

大
戦
前
と
は
様
変
わ
り
に
、

日
本
の

重
工

業
は
大
き
な
前
進
を
と
げ
た
。

阪
神
地
方
お
よ
び
長
崎
県
と
な
ら
ん
で

神
奈
川
県
は
、

古
く
か
ら
造
船
王
国
を
誇
っ

て

き
た
が
、

大
戦
中
、

既
存
の

造
船
所
の

拡
張
だ
け
で

は
な
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く
、

新
た
に

大
規
模
な
造
船
所
が
設
立
さ
れ
た
。

そ
の

代
表
的
な
企
業
が
浅
野
造
船
所
で

あ
っ

た
。

浅
野
造
船
所
は
、

浅
野
総
一

郎
が
一

九
一

五
（
大
正
四

）
年
四
月
創
立
し
た
横
浜
造
船
所
を

同
年
十
二

月
に

至
り

改
称
し
た
も
の

で

あ
る
。

浅
野

は
第
三

編
第
一

章
で

述
べ

た
よ
う
に
、

鶴
見
川
河
口

以
東
か
ら
多
摩
川
に
至
る
海
岸
を
一

五
〇
万
坪
埋
立
造
成
す
る
計
画
を
た
て
、

一

九
一

三

年
初

め
に

神
奈
川
県
知
事
大
島
久
満
次
の

認
可
を
得
て

着
工
し
た
が
、

鶴
見
川
河
口

の

西
側
で

も
埋
立
造
成
を
計
画
し
、

造
船
所
を
建
設
す
る
構
想
を
抱

い

て
い

た
。

東
洋
汽
船
の

社
長
で

あ
っ

た
浅
野
は
、

船
主
と
造
船
業
者
と
は
密
接
な
連
繋
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
、

浦
賀
船
渠
の

会
長
を
兼
ね
て
い

た
が
、

一

九
一

一

（
明
治
四
十
四

）
年
末
退
職
後
は
自
分
の

意
思
の

通
じ
や
す
い

自
前
の

造
船
所
を
横
浜
港
の

近
く
に

経
営
す
る
意
欲
を
も
ち
、

一

九
一

二

年
子

安
・

生
麦
地
先
海
面
一

一

万
坪
の

埋
立
て

を
県
知
事
に

出
願
し
た
。

つ

い
で

翌
一

九
一

三

年
七
月
十
五
日
、

安
田
善
次
郎
と
連
署
の

う
え
、

計
画
を

三

四
万
六
〇
〇
〇
坪
に

拡
大
し
て
、

造
船
所
用
地
の

ほ
か
一

般
工
業
用
地
の

造
成
を
付
け
加
え
、

再
度
出
願
し
た
。

造
船
台
六
基
、

船
渠
二

か
所
を

も
つ

大
造
船
所
案
で
、

埋
立
工

費
と
造
船
所
設
備
費
と
し
て

四
八
〇
万
円
を
計
上
し
た
。

早
く
も
一

九
一

二

年
九
月
に

は
、

東
洋
汽
船
技
師
の

原

正
幹
を
ヨ

ー
ロ

ッ

パ

へ

派
遣
し
、

造
船
所
の

設
備
や
組
織
を
視
察
さ
せ
、

造
船
所
の

設
計
案
を
作
成
さ
せ
る
と
い

う
手
順
の

良
さ
で

あ
っ

た
（『
資
料

編
』17

近
代
・

現
代
（

7

）
一

七
一

）。

こ

れ
よ
り
さ
き
一

九
一

一

年
三

月
、

横
浜
市
が
工
場
招
致
政
策
の
一

環
と
し
て

市
営
埋
立
事
業
を
経
営
す
る
計
画
を
た
て
、

子
安
と
生
麦
地
先
の

海
面
三
四
万
坪
余
の

埋
立
て

を
出
願
し
て
い

た
。

浅
野
の

計
画
は
横
浜
市
案
と
埋
立
地
が
ほ
ぼ
重
な
る
も
の

で

あ
り
、

両
者
の

折
衝
は
難
航
し
て
い

た
。

一

九
一

二

年
二

月
県
知
事
に

な
っ

た
大
島
久
満
次
は
、

先
願
者
の

横
浜
市
案
を
許
可
せ
ず
、

さ
き
の
一

五

〇
万
坪
造
成
許
可
に
つ

づ

き
、

今
回

も
浅
野
案
を
認
め
る
意
向
で

あ
っ

た
。

裏
面
に
は
浅
野
と
政
友
会
系
知
事
と
の

政
略
的
な
結
び
付
き
が
あ
っ

た
と
い

わ
れ
る
。

横
浜
市
は
、

一

九
一

四
年
八
月
、

つ

い

に

子
安
・

生
麦
地
先
海
面
の

埋
立
出
願
を
取
り
下
げ
る
に
至
り
、

浅
野
の

出
願
が
認
め
ら
れ
る
か
に

お
も
わ
れ
た
。

と
こ

ろ
が
、
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内
務
省
管
下
の

港
湾
調
査
会
が
航
路
保
安
の

た
め
沖
合
の
一

定
線
外
に

施
設
の

築
造
を
許
さ
な
い

方
針
を
堅
持
し
、

浅
野
の

計
画
に

あ
る
防
波
堤
の

築
造
が
そ
れ
に

触
れ
る
と
し
て

反
対
し
た
た
め
、

つ

い

に

浅
野
の

埋
立
案
は
許
可
さ
れ
な
い
で

止
ん
だ
（『
横
浜
市
史
』
第
五
巻
上
）。

浅
野
は
、

造
船
用
敷
地
が
未
定
の

ま
ま
に
、

会
社
の

設
立
を
急
ぎ
、

一

九
一

六
年
四
月
十
五
日
、

横
浜
造
船
所
（
資
本
金
三
七
五
万
円
、

う
ち
四
分

の
一

払
込
み

）
を
設
立
し
、

社
長
を
兼
ね
た
。

社
名
に
、

浅
野
を
冠
し
な
か
っ

た
の

は
、

造
船
所
を
横
浜
港
内
に

求
め
、

横
浜
地
方
の

有
力
者
の

援

助
を
仰
ぎ
、

横
浜
船
渠
（
資
本
金
三

七
五

万
円

）
と
提
携
す
る
意
図
に
よ
る
も
の

で

あ
り
、

資
本
金
を
同
額
に

し
て
い

た
の

も
そ
の

よ
う
な
配
慮
に

も

と
づ

い

た
。

浅
野
は
、

造
船
所
の

経
営
方
針
と
し
て

イ
ギ
リ
ス

流
の

造
船
分
業
法
を
採
用
し
、

設
備
は
造
船
組
立
工

場
の

み
に

と
ど
め
、

造
機
・

製

缶
は
他
の

専
門
工

場
と
特
約
し
て

製
作
さ
せ
る
こ

と
に

し
た
。

先
発
の

同
業
者
が
、

よ
ろ
ず
屋
式
に

船
舶
用
品
を
自
社
内
で

製
作
し
、

施
設
を
ぼ
う

大
化
し
て
い

る
傾
向
に

対
し
、

浅
野
は
分
業
に

徹
し
て

船
体
の

製
造
と
組
立
て

の

み
を
行
い
、

標
準
船
型
を
設
計
し
て

同
型
船
を
反
覆
建
造
し
船
価

を
安
く
す
る
方
針
を
決
め
た
。

そ
の

前
提
と
し
て
は
、

造
機
・

製
缶
の

特
約
者
が
必
要
で
あ
り
、

浅
野
は
内
心
で

は
横
浜
船
渠
を
予
定
し
、

会
社
の

設
立
以
前
か
ら
そ
の

隣
地
の

倉
庫
用
地
や
周
辺
の

鉄
道
院
、

大
蔵
省
の

官
有
地
の

貸
下
げ
や

買
収
を
試
み
た
が
、

い

ず
れ
も
不
調
で

あ
り
、

横
浜
船

渠
と
の

交
渉
も
進
ま
な
か
っ

た
。

つ

い

で

高
島
町
所
在
の

大
蔵
省
所
有
地
前
海
面
埋
立
て

を
県
知
事
に

出
願
し
た
。

横
浜
港
内
の

埋
立
て
に
は
、

横

浜
市
会
と
港
湾
調
査
会
の

承
認
が
必
要
で

あ
り
、

知
事
有
吉
忠
一

（
一

九
一

五
年
八
月
就
任

）
は
、

市
会
に

諮
問
し
た
。

市
会
は
工
場
招
致
の

横
浜
市

の

方
針
に

合
う
の

で
、

基
本
的
に

承
認
し
た
が
、

六
月
末
に

至
り
港
湾
調
査
会
は
造
船
所
建
設
の

た
め
の

港
内
埋
立
て

を
認
め
な
い

と
の

決
議
を
し

て
、

ま
た
も
や
浅
野
の

造
船
所
建
設
案
を
つ

ぶ

し
た
の

で

あ
る
（
浅
野
造
船
所
編
『
我
社
の

生
立
』）。

東
洋
汽
船
はA

型
船
（
八
三

〇
〇
ト
ン
、

速
力
一

五
ノ

ッ

ト

）
三

隻
を
す
で

に

造
船
所
へ

発
注
済
み
で

あ
っ

た
し
、

造
船
所
の

準
備
も
、

原
正
幹
が

東
洋
汽
船
保
船
課
長
を
辞
し
、

造
船
所
へ

専
属
と
な
っ

てA

型
船
設
計
や
創
立
事
務
を
担
当
し
て

い

た
。

川
崎
造
船
所
技
師
加
藤
良
が
関
西
方
面
の

技
術
者
を
集
め
、

創
立
と
と
も
に

入
社
し
、

原
と
と
も
に

取
締
役
に

な
っ

た
。

原
料
鉄
材
も
創
立
以
前
に
ア

メ
リ
カ
へ

発
注
し
て

あ
っ

た
。

大
戦
の
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影
響
で

大
平
洋
の

海
上
輸
送
は
輻
輳
し
、

一

般
の

造
船
所
で

は
入
荷
見
通
し
が
た
た
な
い

と
こ

ろ
が
あ
っ

た
が
、

横
浜
造
船
所
の

鉄
材
輸
送
は
東
洋

汽
船
が
担
当
し
た
の

で

そ
の

よ
う
な
不
安
は
な
か
っ

た
。

こ

う
し
て

人
材
を
集
め
、

材
料
を
手
配
し
、

東
洋
汽
船
と
い

う
大
船
主
を
背
景
に

し
て

横

浜
造
船
所
は
開
業
し
た
が
、

敷
地
が
決
ま
ら
ず
に

六
月
末
ま
で

待
ち
な
が
ら
、

結
局
は
港
内
の

建
設
は
否
認
さ
れ
た
。

浅
野
は
、

港
湾
調
査
会
の

決

議
が
出
た
翌
日
、

顧
問
寺
野
精
一

や
造
船
所
の

首
脳
部
を
鶴
見
に

召
集
し
、

埋
立
権
を
得
て

造
成
を
進
め
て
い

る

潮
田

村
地
先
を
展

望

し

な

が

ら
、

社
長
を
兼
ね
る
鶴
見
埋
築
会
社
の

第
六
区
埋
立
予
定
地
に

造
船
所
新
設
を
提
案
し
た
。

す
で

に

鉄
材
の
一

部
が
到
着
し
、

陸
揚
地
を
一

刻
も
早

く
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
し
、

造
船
所
の

立
地
が
再
々

変
更
し
宙
に

浮
い

て

い
て

は
、

会
社
の

信
用
に

も
か
か
わ
り
、

こ

れ
以
上
延
引
で

き

な
か
っ

た
の

で
、

た
だ
ち
に

鶴
見
に

造
船
所
建
設
を
決
断
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
の

で

あ
る
。

浅
野
総
一

郎
は
、

毎
月
一

万
坪
を
埋
築
し
、

で

き
上
が
っ

た
順
に
工
場
建
設
を
急
が
せ
れ
ば
遅
れ
を
取
り
戻
せ
る
と
考
え
、

七
月
末
か
ら
鶴
見
埋

築
会
社
に

突
貫
工
事
を
開
始
さ
せ
た
。

九
月
中
旬
に

七
〇
〇
〇
坪
、

翌
一

九
一

七
年
二

月
ま
で

に

四
万
五

〇
〇
〇
坪
を
造
成
し
終
り
、

工

場
建
設
も

一

九
一

六
年
十
月
か
ら
一

七
年
三

月
に
か
け
て

第
一

工
場
か
ら
第
一

一

工

場
ま
で

総
延
坪
四
〇
〇
〇
坪
を
完
成
し
た
。

サ
ン

ド
ポ
ン

プ
浚
渫
船
で

海

底
土
砂
を
さ
ら
い
、

護
岸
防
波
堤
、

桟
橋
を
同
時
に

施
工

す
る
か
た
わ
ら
、

埋
立
て

が
完
成
し
な
い

う
ち
に
一

九
一

六
年
八
月
上
旬
か
ら
造
船
台
建

設
に

着
手
し
、

海
上
は
る
か
の

沖
合
工

事
に

小
舟
で

往
復
し
な
が
ら
工
事
を
進
め
、

一

九
一

七
年
三

月
ま
で

に
、

四
基
の

造
船
台
を
、

七
月
ま
で

に

さ
ら
に
二

基
を
増
設
し
た
。

造
船
台
間
を
移
動
し
て

使
用
す
る
タ
ワ

ー
ク
レ

ー
ン

は
、

当
時
世
界
で

も
珍
ら
し
か
っ

た
が
、

国
産
の

石
川
島
造
船
所

製
品
を
採
用
し
、

五
月
ま
で

に
一

二

台
を
装
置
し
た
。

浅
野
総
一

郎
は
、

鶴
見
沖
に

埋
立
造
成
が
進
行
し
、

新
造
船
所
の

姿
を
整
え
つ

つ

あ
っ

た
一

九
一

六
年
十
二

月
、

浅
野
造
船
所
と
改
称
し
た
。

す
で

に

横
浜
港
内
設
置
案
が
挫
折
し
、

さ
ら
に

横
浜
船
渠
と
の

提
携
に

失
敗
し
鶴
見
沖
に

立
地
し
た
以
上
、

あ
え
て

横
浜
造
船
所
と
名
乗
る
い

わ
れ

が
な
く
な
っ

た
か
ら
で

あ
る
。

一

九
一

七
年
二

月
、

第
一

船
の

起
工

を
皮
切
り
に
、

三

隻
を
起
工
し
、

四
月
七
日
、

浅
野
造
船
所
の

開
業
式
を
挙
行
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し
た
。

前
年
夏
か
ら
八
か
月
余
の

短
い

間
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

一

漁
村
潮
田
村
の

沖
合
に

約
五

万
坪
の

工

場
造
成
地
、

六
基
の

造
船
台
や
大
工

場
群

が
、

突
如
と
し
て

出
現
し
た
の

で

あ
る
か
ら
、

臨
席
し
た
人
は
た
だ
唖
然
と
し
て

驚
嘆
し
た
と
い

う
（
前
掲
『
我
社
の

生
立

』）。

横
浜
船
渠
の

造

船

開

始

一

九
一

〇（
明
治
四
十
三

）
年
に

中
央
倉
庫
を
合
併
以
来
、

ほ
ぼ
一

八
万
円
台
の

利
益
を
あ
げ
て

い

た
横
浜
船
渠
は
、

一

九
一

四
年

上
期
に
一

二

万
七
〇
〇
〇
円
に

急
減
し
た
。

一

般
産
業
界
の

不
振
に

よ
る
影
響
で

あ
る
が
、

外
人
経
営
の

効
果
が
万
能
で

は
な
い

こ

と
を
知
り
、

こ

れ
を
再
検
討
し
て

局
面
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
み
ら
れ
た
。

一

九
一

四
年
六
月
三

十
日
、

役
員
の

改
選
を
行
っ

た

と
こ

ろ
、

ハ

チ
ソ

ン

は
辞
任
し
た
。

技
師
長
ト
ム

プ
ソ

ン

も
ま
た
ハ

チ
ソ

ン

の

後
を
追
っ

て

辞
職
し
た
。

外
国
船
の

入
渠
勧
誘
や
外
資
借
入
れ
に

役
立
っ

た
ハ

チ
ソ

ン

や
船
舶
修
理
の

監
督
に

あ
た
っ

た
ト
ム

プ
ソ

ン

が
同
時
に

去
っ

た
の

で
、

横
浜
船
渠
は
外
人
と
の

合
弁
経
営
を
廃
し
、

す
っ

き
り
し
た

姿
に

な
っ

た
が
、

そ
の

翌
月
第
一

次
世
界
大
戦
が
起
こ
っ

た
。

戦
争
の

余
慶
は
船
渠
部
門
に

も
お
よ
び
、

入
渠
船
は
一

九
一

六
年
上
期
か
ら
急
増
し
、

倉
庫
の

保
管
高
も
伸
び
、

好
況
を
迎
え
た
。

同
業
他
社
が

積
極
的
に

造
船
部
門
の

拡
張
や
新
設
に

あ
い

つ

い

で

乗
り
出
し
て
い

る
と
き
、

横
浜
船
渠
は

外
人
株
主
が
多
い

た
め
、

新
造
船
に

対
し
造
船
奨
励
法

の

恩
典
を
う
け
る
こ

と
も
で

き
ず
、

消
極
的
な
経
営
に

馴
れ
て

し
ま
い
、

船
舶
建
造
の

よ
う
な
積
極
的
事
業
に

必
要
な
人
材
を
育
て

な
か
っ

た
と
が

め
が
出
て

き
た
。

造
船
奨
励
法
は
一

八
九
六（
明
治
二

十
九

）
年
制
定
公
布
さ
れ
、

当
初
七
〇
〇
ト
ン

以
上
、

一

九
〇
八
年
改
正
後
は
一

〇
〇
〇
ト
ン

以
上
の

鋼
船
建
造
者
に
一

定
の

奨
励
金
を
交
付
し
、

民
間
造
船
業
の

発
展
を
図
っ

た
も
の

で

あ
る
が
、

保
護
対
象
を
日

本
人
の

み
を
社
員
ま
た
は
株

主
と
す
る
企
業
に

き
び
し
く
限
定
し
て
い

た
。

外
資
の

影
響
力
を
脱
し
ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

を
前
面
に

出
し
た
特
徴
あ
る
政
策
で

あ
る
が
、

横
浜
船
渠

に

と
っ

て

は
、

保
護
の

対
象
外
に

甘
ん
じ
る
ほ
か
は
な
か
っ

た
。

外
人
社
員
が
去
っ

た
の

で
、

外
人
株
主
の

存
在
が
新
造
船
へ

展
開
す
る
方
向
を
阻

む
お
そ
れ
が
あ
っ

た
。

横
浜
船
渠
は
、

経
営
体
質
の

消
極
性
を
表
現
す
る
と
も
み
ら
れ
た
外
人
株
主
の

排
除
を
目
指
し
、

一

九
一

六
年
六
月
、

定
款
を
改
正
し
、

株
主
を
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